
風水害［２－６－１８］ 火災・事故［２－６－１８］ 震災［２－８－１８］ 

山口県及び市町相互間の災害時応援協定書 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、山口県内において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号。以下「災対

法」という。）第２条第１号に規定する災害が発生し、被災した市町が応急措置を実施するため

必要があると認めるときは、山口県（以下「県」という。）及び県内市町に対して災対法第６７

条第１項及び同法第６８条第１項に基づく応援の要請を行うものとし、県及び県内市町は応援を

迅速かつ円滑に行うために、必要な事項を定めるものとする。 

（応援の内容） 

第２条 応援の内容は次のとおりとする。 

（１） 災害応援に必要な職員の派遣 

（２） 食料、飲料水及び生活必需品の提供 

（３） 避難及び収容施設並びに住宅の提供 

（４） 医療及び防疫に必要な資機材及び物資の提供 

（５） 遺体の火葬のための施設の提供 

（６） ごみ及びし尿の処理のための装備及び施設の提供 

（７） 災害応援措置に必要な車両等及び資機材の提供 

（８） ボランティアの調整 

（９） その他、特に要請のあった事項 

（応援の要請） 

第３条 応援を受けようとする被災市町（以下「受援市町」という。）は、次の事項を可能な限り

明らかにして、県に対し文書により要請するものとする。ただし、事態が切迫している場合は、

電話、ファクシミリ等により応援の要請を行い、後に文書を速やかに提出するものとする。 

（１） 被害の状況 

（２） 前条第１号及び第８号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び

人員 

（３） 前条第２号から第７号に掲げる事項の応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、

数量等 

（４） 応援の場所及びその場所への経路 

（５） 応援を必要とする期間 

（６） 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 県は、前項の要請を受けたときは、速やかに、応援可能な市町と調整を行った上で、県の応援

も含めた応援計画を作成し、応援を行う市町（以下「応援市町」という。）及び受援市町に、応

援計画を通知するものとする。 

３ 県及び応援市町は、最大限その責務を果たすよう努めるものとする。 

４ 第１項による要請をもって、受援市町から各応援市町に対して応援の要請があったものとみな

す。 

（市町を指定した応援要請） 

第４条 受援市町は、あらかじめ指定した県内の市町（以下「応援指定市町」という。）に、応援

を要請することができる。 

２ 前項に規定する応援については、前２条の規定を準用する。 

３ 県は、応援指定市町に対し、応援要請内容を伝えるとともに、協力を要請するものとする。 

４ 受援市町は、特に緊急を要する場合、応援指定市町に直接要請することができる。なお、この

場合において、受援市町は事後必ず県にその旨連絡する。 



（自主応援） 

第５条 県及び市町は、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町と連絡が取れない場合

に、自主的な情報収集活動等に基づき、応援の必要があると判断したときは、第３条又は第４条

による被災市町からの応援要請を待たずに、この協定に定めるところにより応援を行うことがで

きる。 

２ 前項の場合、第３条第１項の応援の要請があったものとみなす。 

（経費の負担） 

第６条 県又は市町が前３条の規定に基づく応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合

を除き、原則として受援市町の負担とする。 

２ 受援市町において費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときには、応援

を行った県又は応援市町は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか経費負担等に関し必要な事項は、別に定める。 

（他の協定との関係） 

第７条 この協定は、県又は市町が締結する災害時の応援に係る他の協定を妨げるものではない。 

（平時の活動） 

第８条 県及び市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平時から次の事項を実施す

るよう努めるものとする。 

（１） 情報交換を密にするため、原則として年１回連絡会議を開催する。 

（２） 県及び他の市町主催の防災訓練に相互に参加する。 

（３） その他必要な事項 

（補則） 

第９条 この協定に関し必要な事項については、県及び県内市町が協議の上、別に定めるものとす

る。 

２ この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものと

する。 

 

附則 

１ この協定は、平成２４年１月１２日から施行する。 

２ この協定の締結を証するため、本協定書を２０通作成し、山口県知事及び各市町長が記名押印

の上、各１通を所持する。 

 

平成２４年１月１２日 


